
 

件  名 
令和３年度埼玉県立高等学校において使用する教科用図書の採択  

について 

提案理由 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号の規定に

基づき、令和３年度に埼玉県立高等学校において使用する教科用図書

の採択について、協議願います。 

概  要 

 文部科学省検定済教科書及び文部科学省著作教科書 

  第１部  １７教科  ６３８種類 

        ※ 第１部とは、現行の学習指導要領（平成２１年文部科学省告示第３４号） 

に基づいて編集されたものである。 
 

  第２部  申請なし 

         ※ 第２部とは、従来の学習指導要領（平成１１年文部省告示第５８号） 

に基づいて編集されたものである。 
 

  第３部  申請なし 

         ※ 第３部とは、従前の学習指導要領（平成元年文部省告示第２６号）  

に基づいて編集されたものである。 

      第１部、第２部の教科書を使用することとなっている生徒が、第１ 

          部、第２部に採択する教科書がない場合には、第３部から採択するこ 

          とができる。 
 
令和３年度使用埼玉県立高等学校教科書申請数一覧 

  区分 検定済教科書 著作教科書 合 計  

第 

１ 

部 

教 

科 

数 

１６教科 
４教科 

（３教科は左と重複） 
１７教科 

種 

類 

数 

６１１種類 ２７種類 ６３８種類 

第 

２ 

部 

教 

科 

数 

－ － － 

種 

類 

数 

－ － － 

 

第 

３ 

部 

教 

科 

数 

－ － － 
 

 種 

類 

数 

－ － － 
 

 

 

 

                                                                        （高校教育指導課） 



国 語 6 10 10 84 73

地 理 歴 史 7 8 7 48 44

公 民 3 8 8 28 27

数 学 6 5 5 98 84

理 科 9 5 5 73 67

保 健 体 育 1 2 1 3 2

芸 術 11 7 7 40 40

外 国 語 7 14 14 147 113

家 庭 3 6 6 20 19

情 報 2 6 6 21 21

農 業 1 4 4 26 25

工 業 1 5 5 74 61

商 業 1 4 3 36 32

水 産 1 3 0 16 0

家庭(専門) 1 2 2 10 10

看 護 1 1 1 7 6

情報(専門) 1 1 1 9 8

福 祉 1 1 1 6 6

合　　計 63 92 86 746 638

教  科

第  １  部

種目数 発行者数
申    請
発行者数

発  行
種類数

申  請
種類数



発　行 申　請
種類数 種類数

 東書332（24）  第一361（18）  第一360（17）

 東書333（12）  大修館347（12）  第一362（11）

 大修館346（8）  三省堂338（7）  教出342（7）

 大修館344・345（7）  三省堂339（6）  数研351（5）

 筑摩355・356（5）  第一358・359（4）  桐原363・364（4）

 東書334・335（3）  教出343（3）  明治354（3）

 数研348・349（1）  明治352・353（1）  筑摩357（1）

 三省堂336・337（0）  教出340・341（0）  数研350（0）

 大修館307（45）  教出306（20）  第一308（14）

 東書304（4）

 第一307（17）  東書306（10）  大修館308（3）

 教出302（2）  三省堂303（0）

 第一340（23）  東書321（22）  第一339（17）

 東書322（12）  大修館332（12）  大修館331（11）

 三省堂324（7）  三省堂325（5）  大修館329・330（5）

 筑摩337（5）  数研334（4）  桐原341（4）

 教出327（3）  数研333（3）  筑摩338（3）

 三省堂323（2）  明治336（2）  教出328（1）

 教出326（0）  明治335（0）

 第一314（42）  大修館315（18）  第一316（6）

 教出302（4）  東書301（3）  文英堂303（3）

 三省堂306（1）  文英堂311（1）  文英堂304（0）

 文英堂309（0）  筑摩312（0）

 東書329（15）  大修館342（14）  第一352（13）

 第一353（13）  第一350・351（8）  東書330（7）

 三省堂335（6）  大修館341（6）  桐原354・355（5）

 大修館339・340（4）  教出338（3）  筑摩348・349（3）

 三省堂333・334（2）  数研343・344（2）  明治347（2）

 東書331・332（1）  教出309（1）  教出336・337（1）

 文英堂356（0）  明治345・346（0）

令和３年度使用 県立高等学校用教科書申請一覧表

第１部 現行の学習指導要領（平成２１年文部科学省告示第３４号）に基づいて編集された
文部科学省検定済教科書及び文部科学省著作教科書

教 科 種目
発行者別申請学校数
＊発行者、教科書番号（）内の数字は学校数

現代文Ａ

44国語表現

古 典 Ｂ 20 18

2124国語総合

現代文Ｂ 20 18

古 典 Ａ 11 8

国 語

45



発　行 申　請
種類数 種類数

教 科 種目
発行者別申請学校数
＊発行者、教科書番号（）内の数字は学校数

 帝国314（24）  実教312（14）  東書310（11）

 山川316（10）  第一317（10）  実教311（9）

 山川315（9）  山川318（7）  清水313（2）

 山川310（37）  東書311（25）  山川314（18）

 実教309（15）  帝国312（14）  東書308（5）

 山川313（1）

 第一312（23）  清水310（12）  山川314（12）

 東書308（11）  実教313（3）  山川311（3）

 実教309（0）

 山川309（50）  東書310（27）  清水313（25）

 山川314（12）  実教312（7）  山川315（3）

 実教311（0）  明成社302（0）

 帝国308（39）  帝国312（16）  東書307（11）

 第一310（11）  二宮309（10）  清水311（0）

地 理 Ｂ 3 3  帝国304（54）  二宮305（13）  東書306（1）

 帝国310（74）  帝国309（44）  帝国313（13）

 二宮312（11）  二宮311（4）  東書301（2）

 二宮314（2）  二宮315（2）

 実教315（39）  清水316（22）  東書313（19）

 第一322（19）  帝国318（18）  実教314（11）

 第一321（11）  清水317（7）  教出304（4）

 数研320（4）  山川323（2）  数研319（0）

 清水308（19）  清水313（13）  実教312（11）

 東書311（10）  第一310（7）  山川309（3）

 数研314（2）

 実教313（40）  実教312（22）  第一309（20）

 東書311（14）  清水315（12）  清水314（8）

 第一310（5）  山川316（1）  数研317（1）

 東書319（21）  東書318（20）  数研329（18）

 数研330（16）  実教323（15）  数研328（14）

 数研331（13）  東書317（12）  実教321（7）

 第一334（7）  東書302（6）  啓林館325（6）

 数研327（4）  東書301（2）  啓林館326（2）

 第一333（1）  実教320（0）  実教322（0）

 啓林館324（0）  第一332（0）

日本史Ｂ 8 6

地 理 Ａ 6 5

12 11

7 6

世界史Ａ

世界史Ｂ 7 7

9 9

日本史Ａ

政治・経済 9 9

公 民

地　図 8 8

地 理 歴 史

現代社会

倫　理 7 7

数 学 数 学 Ⅰ 20 16



発　行 申　請
種類数 種類数

教 科 種目
発行者別申請学校数
＊発行者、教科書番号（）内の数字は学校数

 東書318（22）  数研329（17）  東書319（16）

 数研328（16）  実教323（13）  東書317（12）

 数研330（12）  数研331（11）  東書302（8）

 実教321（6）  啓林館325（6）  第一334（6）

 啓林館326（3）  東書301（2）  実教320（2）

 数研327（2）  第一333（2）  実教322（0）

 啓林館324（0）  第一332（0）

 東書316（17）  数研324（17）  実教314（14）

 東書315（11）  数研323（11）  数研325（11）

 東書302（8）  啓林館320（6）  啓林館321（5）

 実教318（4）  東書301（3）  数研322（3）

 第一328（3）  第一327（2）  実教317（1）

 啓林館319（0）  第一326（0）

 東書318（21）  数研329（18）  東書319（16）

 数研328（14）  数研330（14）  東書317（12）

 数研331（11）  実教323（10）  東書302（8）

 啓林館325（6）  第一334（6）  実教321（4）

 数研327（4）  実教322（3）  啓林館326（3）

 東書301（2）  第一333（1）  実教320（0）

 啓林館324（0）  第一332（0）

 東書317（21）  数研327（18）  数研326（16）

 東書316（12）  東書302（10）  数研328（10）

 東書318（8）  実教321（8）  啓林館323（6）

 第一332（5）  数研329（4）  実教320（3）

 啓林館324（3）  東書301（2）  実教319（2）

 数研325（2）  第一331（2）  啓林館322（0）

 第一330（0）

数学活用 2 2  実教301（18）  啓林館302（2）

 東書306（28）  実教307（14）  第一309（13）

 数研308（5）  啓林館302（4）  数研303（3）

 第一304（0）

 東書312（44）  第一321（25）  数研318（18）

 第一320（12）  実教314（11）  数研319（11）

 東書311（6）  啓林館315（6）  啓林館316・317（5）

 実教313（4）  啓林館306（1）

 第一316（25）  東書308（22）  数研313（22）

 啓林館310（11）  実教309（9）  数研314・315（7）

 啓林館311・312（3）

理 科

7

数 学 Ｂ 19 17

科学と人間生活 7 6

数 学 Ⅲ 17 15

数 学 Ａ 20 17

数 学 Ⅱ 20 17

数 学

物理基礎 11 11

物　理 7



発　行 申　請
種類数 種類数

教 科 種目
発行者別申請学校数
＊発行者、教科書番号（）内の数字は学校数

 東書314（57）  東書313（20）  第一322（20）

 実教316（15）  数研320（13）  数研319（9）

 第一321（9）  実教317（4）  実教315（3）

 啓林館318（3）  啓林館307（0）  数研309（0）

 第一312（0）

 東書309（39）  東書308（19）  実教311（13）

 第一315（12）  数研313（11）  数研314（8）

 実教310（6）  啓林館312（4）

 東書312（30）  実教314（30）  数研316（26）

 第一319（17）  東書311（15）  第一318（13）

 数研317（12）  啓林館315（6）  実教313（4）

 第一308（2）  第一309（1）  啓林館305（0）

 数研310（36）  東書306（19）  東書307（19）

 実教308（15）  第一311（15）  啓林館309（6）

 啓林館308（34）  第一310（33）  実教307（21）

 東書306（19）  数研304（2）  数研309（2）

 啓林館303（0）

地　学 2 2  啓林館303（14）  数研302（1）

保 健 体 育 保健体育 3 2  大修館304（129）  大修館305（29）  第一306（0）

 教出307（48）  教芸310（32）  教芸309（22）

 友社311（17）  友社312（12）  教出308（8）

 教出307（47）  教芸310（29）  教芸309（14）

 友社312（14）  友社311（9）  教出308（5）

音 楽 Ⅲ 3 3  教出304（42）  教芸305（20）  友社306（10）

 日文305（92）  光村304（35）  日文302（9）

 日文303（3）

美 術 Ⅱ 3 3  日文304（75）  光村303（31）  日文302（10）

美 術 Ⅲ 3 3  日文304（37）  光村303（28）  日文302（8）

工 芸 Ⅰ 1 1  日文301（8）

工 芸 Ⅱ 1 1  日文301（4）

 光村308（43）  教図306（42）  教出307（26）

 東書305（16）  教図302（4）

 教図306（40）  光村308（31）  教出307（30）

 東書305（10）

 教図302（34）  光村305（19）  教出303（8）

 東書301（6）

理 科

芸 術

書 道 Ⅰ 5 5

書 道 Ⅱ 4 4

音 楽 Ⅱ 6 6

美 術 Ⅰ 4 4

音 楽 Ⅰ 6 6

生物基礎 12 11

生　物 6 6

地学基礎 7 6

化学基礎 13 10

書 道 Ⅲ 4 4

化　学 8 8



発　行 申　請
種類数 種類数

教 科 種目
発行者別申請学校数
＊発行者、教科書番号（）内の数字は学校数

コミュニケーション英語基礎 2 1  三友302（11）  チアーズ303（0）

 東書328（29）  三省堂335（27）  啓林館340（12）

 啓林館341（11）  数研344（11）  三省堂334（9）

 三省堂333（7）  啓林館339（7）  第一351（6）

 桐原356（6）  東書329（5）  教出336（4）

 数研343（4）  文英堂346（4）  開隆堂331（3）

 三友354（3）  桐原355（3）  東書330（2）

 文英堂345（2）  増進堂347（2）  第一352（2）

 開隆堂332（1）  大修館337（1）  増進堂349（1）

 チアーズ357（1）  大修館338（0）  数研342（0）

 増進堂322（0）  増進堂348（0）  第一350（0）

 チアーズ359（0）

 三省堂333（24）  東書326（23）  啓林館338（14）

 三省堂332（10）  啓林館339（9）  数研342（8）

 啓林館337（7）  桐原354（7）  三省堂331（6）

 第一349（6）  教出334（5）  数研341（5）

 東書327（4）  第一350（4）  開隆堂329（3）

 東書328（2）  文英堂344（2）  増進堂345（2）

 増進堂347（2）  三友351（2）  桐原353（2）

 開隆堂330（1）  文英堂343（1）  東書301（0）

 大修館335（0）  大修館336（0）  数研340（0）

 増進堂321（0）  増進堂346（0）  第一348（0）

 チアーズ355（0）  チアーズ357（0）

 東書325（15）  三省堂330（15）  啓林館334（9）

 啓林館335（8）  桐原348（7）  啓林館336（6）

 数研338（6）  第一345（6）  第一346（6）

 三省堂329（4）  啓林館324（4）  教出331（3）

 文英堂340（3）  桐原347（3）  東書326（2）

 東書327（2）  増進堂341（2）  東書301（1）

 開隆堂328（1）  数研337（1）  増進堂342（1）

 東書303（0）  大修館332（0）  大修館333（0）

 文英堂316（0）  文英堂339（0）  増進堂318（0）

 増進堂319（0）  増進堂343（0）  第一344（0）

 チアーズ349（0）

コミュニケーション英語Ⅱ 32 23

コミュニケーション英語Ⅲ 31 21

コミュニケーション英語Ⅰ 31 25

外 国 語



発　行 申　請
種類数 種類数

教 科 種目
発行者別申請学校数
＊発行者、教科書番号（）内の数字は学校数

 啓林館329（22）  啓林館330（17）  第一337（16）

 啓林館328（15）  数研333（13）  三省堂325（10）

 三省堂324（7）  東書322（6）  教出326（5）

 数研332（4）  いいずな340（4）  増進堂334（2）

 三友338（2）  桐原342（2）  いいずな341（2）

 三省堂323（1）  数研331（1）  文英堂311（1）

 第一335（1）  第一336（1）  開隆堂319（0）

 大修館327（0）  文英堂312（0）  桐原343（0）

 チアーズ321（0）

 啓林館323（21）  啓林館322（15）  第一330（13）

 数研326（6）  三省堂319（5）  いいずな332（5）

 教出320（3）  数研325（3）  桐原334（2）

 東書317（1）  三省堂318（1）  大修館321（1）

 数研324（1）  文英堂310（1）  文英堂311（1）

 増進堂327（1）  第一328（1）  第一329（1）

 東書301（0）  桐原333（0）  チアーズ316（0）

 三省堂302（16）  東書301（12）  啓林館303（6）

 文英堂304（5）  チアーズ305（1）

 東書311（31）  実教314（17）  実教315（9）

 教図302（6）  実教316（6）  第一320（6）

 大修館318（3）  大修館319（3）  開隆堂317（2）

 教図312（1）  教図313（1）  教図303（0）

 東書307（49）  実教309（19）  大修館311（5）

 教図302（4）  開隆堂310（4）  教図308（3）

 第一312（2）

生活デザイン 1 1  実教301（1）

 実教311（31）  実教312（17）  日文317（12）

 日文316（11）  数研314（9）  数研315（9）

 東書309（8）  東書310（7）  第一318（7）

 開隆堂313（2）  数研305（1）  日文306（1）

 日文307（1）

 実教307（11）  数研309（6）  東書306（5）

 日文310（4）  実教308（3）  第一311（2）

 数研304（1）  日文305（1）

情報の科学 8 8

情 報

家庭総合 7 7

家 庭

社会と情報 13 13

英語会話 5 5

家庭基礎 12 11

英語表現Ⅰ 25 20

英語表現Ⅱ 21 18

外 国 語



発　行 申　請
種類数 種類数

教 科 種目
発行者別申請学校数
＊発行者、教科書番号（）内の数字は学校数

 実教303（8）  実教311（7）  実教313（7）

 実教326（7）  実教304（6）  実教305（6）

 実教325（5）  実教327（5）  農文協307（5）

 実教312（4）  実教320（4）  実教318（3）

 農文協302（3）  実教306（2）  実教319（1）

 電機大323（6）  海文堂310（5）  電機大324（4）

 電機大321（3）  実教308（2）  実教315（1）

 実教316（1）  電機大314（1）  電機大317（1）

 海文堂309（1）  電機大322（0）

 実教301（18）  実教302（15）  実教313（14）

 実教385（13）  実教303（12）  実教322・323（12）

 実教308（11）  実教317（11）  実教319・320（11）

 実教333（10）  実教386（10）  実教392・393（10）

 実教394（10）  実教360（9）  実教361（9）

 実教315・316（8）  実教318（8）  実教321（8）

 実教345（8）  実教359（8）  実教375（7）

 実教391（7）  コロナ387（7）  実教334（6）

 実教363（6）  オーム327・328（6）  オーム349（6）

 実教362（5）  実教376（5）  実教377（5）

 実教305（4）  実教346（4）  実教358（4）

 実教390（4）  実教395（4）  コロナ312（4）

 実教336・337（3）  実教374（3）  実教380（3）

 オーム311（3）  オーム352・353（3）  オーム355（3）

 実教304（2）  実教306（2）  実教307（2）

 実教335（2）  実教364・365（2）  実教366（2）

 実教367（2）  実教378（2）  実教379（2）

 実教388・389（2）  コロナ330・331（2）  コロナ357（2）

 実教314（0）  実教347（0）  コロナ329（0）

 海文堂344（3）  実教370（2）  実教338（1）

 実教339（1）  実教342（1）  実教368（1）

 電機大381（1）  実教340（0）  実教341（0）

 実教369（0）  実教371（0）  実教372（0）

 実教382（0）  電機大373（0）  電機大383（0）

 電機大384（0）  海文堂343（0）

工業（著作本） 17 7

工 業

農業（著作本） 11 10

農 業

57 54工　業

農　業 15 15



発　行 申　請
種類数 種類数

教 科 種目
発行者別申請学校数
＊発行者、教科書番号（）内の数字は学校数

 実教338（38）  実教334（34）  実教352（32）

 実教343（23）  実教345（23）  実教347（21）

 実教336（19）  実教342（19）  実教350（18）

 実教354（17）  実教324（12）  東法340（10）

 実教316（9）  実教333（9）  実教358（9）

 実教326（7）  東法355（7）  実教329（6）

 実教339（6）  東法344（6）  東法346（6）

 東法335（5）  東法349（5）  東法351（5）

 実教315（4）  実教325（4）  実教348（4）

 東法359（4）  ネット356（4）  東法337（3）

 ネット357（2）  ネット341（1）  実教312（0）

 実教330（0）  暁302（0）  東法353（0）

水　産 2 0  海文堂301（0）  海文堂302（0）

 実教308（0）  実教309（0）  実教319（0）

 電機大311（0）  電機大312（0）  海文堂303（0）

 海文堂304・305（0）  海文堂306・307（0）  海文堂310（0）

 海文堂313（0）  海文堂314・315（0）  海文堂316（0）

 海文堂317（0）  海文堂318（0）

 実教313（68）  実教311（51）  教図304（40）

 実教306（36）  教図312（30）  実教303（4）

 教図309（12）  実教302（7）  教図308（4）

 教図310（3）

 教出301（2）  教出302（2）  教出304（2）

 教出303（1）  教出305（1）  教出306（1）

 教出307（0）

 実教301（18）  実教309（7）  実教305（4）

 実教302（2）  実教303（2）  実教304（2）

 実教306（2）  実教307（1）  実教308（0）

 実教301（11）  実教302（10）  実教303（5）

 実教304（5）  実教305（4）  実教306（1）
6 6福　祉福 祉

水 産
水産（著作本） 14 0

家庭（専門）

家　庭

家庭（著作本）

6

4

6

4

看護（著作本）看 護 7 6

9 8情　報情報（専門）

商 業 商　業 36 32



農 業 1 1 0 7 0

合　　計 1 1 0 7 0

教  科

第  ２  部

種目数 発行者数
申    請
発行者数

発  行
種類数

申  請
種類数



発　行 申　請
種類数 種類数

 農文協005（0）  農文協015（0）  農文協016（0）

 農文協017（0）  農文協019（0）  農文協029（0）

 農文協030（0）

農 業 農    業 7 0

令和３年度使用 県立高等学校用教科書申請一覧表

第２部 従来の学習指導要領（平成１１年文部省告示第５８号）に基づいて編集された
文部科学省検定済教科書及び文部科学省著作教科書

教
 
科

種目
発行者別申請学校数
＊発行者、教科書番号（）内の数字は学校数



農 業 1 1 0 1 0

商 業 1 1 0 2 0

合　　計 2 2 0 3 0

教  科

第  ３  部

種目数 発行者数
申    請
発行者数

発  行
種類数

申  請
種類数



発　行 申　請
種類数 種類数

農 業 農　　業 1 0 農文協 520（0）

商 業 商　　業 2 0 暁531・532（0） 暁 533（0）

令和３年度使用 県立高等学校用教科書申請一覧表

第３部 従前の学習指導要領（平成元年文部省告示第２６号）に基づいて編集された
文部科学省検定済教科書

教
 
科

種目
発行者別申請学校数

＊発行者、教科書番号（）内の数字は学校数







県立高等学校における教科書採択について 

                       ※教科書の選定・採択は、①～⑥の手順で実施 

 

 
   

   書目の届出 
 

 文 部 科 学 大 臣  発行者   

 

                                    

 

           教科書需要数の報告          教科書目録の送付       

                    （9/16まで）                                  見本の送付 

 
 

         県教育委員会  

 ⑥審査及び採択 

   ・各高等学校の使用教科書の採択 

 

 

 

   県教育委員会 事務局  

 ⑤教科書需要票の検収（7/27～29,7/31） 

   ・各高等学校の採択希望教科書に対 

   する指導主事の指導・助言 

  ・各高等学校の使用希望教科書一覧 

   表と教育課程表との照合 

   ・選定理由書の確認 

   県教育委員会 事務局  

 ①指導・助言等 

  ・校長会等における教科書選定に関する 

   指導（4/10校長会、4/17教頭会） 

   ・各高等学校における教科書選定の基準 

   や調査の観点の提示 

      （5/14付け各高等学校へ通知） 

  ・教科書選定関係事務担当者への指導 

       

 

            指導・助言 
 

            各高等学校  

 ②調査・研究 

  ・教科書見本（6/12から14日間法定展示を実施）、 

   教科書編修趣意書（文部科学省ホームページに 

     掲載）を用いた調査研究 

 ③教科書の検討 

  ・教科会・教科書選定委員会における使用教科書の 

   検討 

 ④選定教科書の決定 

  ・校長の決裁 

  ・選定理由書の提出 

  ・選定概要報告書の提出 

 

参考２ 



                         教 高 指 第 ２ ８ ７ 号  

                         令和２年５月１４日  

 

 各県立高等学校長 様  

 

 

                                               埼玉県教育委員会教育長  

 

 

令和３年度使用埼玉県立高等学校教科書の選定基準等について(通知）  

 

  埼玉県立高等学校において使用する教科書の適正かつ公正な採択の確保を図

るため、各高等学校における教科書の選定に当たっては、下記の選定基準等に基

づき教科書の内容について十分かつ綿密な調査・研究を行うとともに、地域や学

校、課程や学科の特色及び生徒の実態等に即した選定を行うよう、配意願います。 

 

記  

 

第１ 教科書選定基準及び調査の観点  

１  基本的な方針  

 (1) 各高等学校は、教育基本法、学校教育法、高等学校学習指導要領、埼玉県

高等学校教育課程編成要領、埼玉県教育振興基本計画、各学校の教育目標・

目指す学校像等の内容を踏まえ、次の２に示す「基準となる条件」及び３に

示す「調査の観点」に基づいて、教科書の十分な調査・研究を行い、教科の

主たる教材としての内容を具備し、教育上有効適切なもので、しかも、地域

や学校、課程や学科の特色及び生徒の実態等に即したものを選定する。  

 (2) 各高等学校は、課程又は学科若しくは類型・コースごとに１種目につき  

  １種の教科書を選定する。  

  (3) 各高等学校は、選定の公正確保について、万全を期する。  

２  基準となる条件 

 (1) 組織・配列・分量について  

   組織・配列・分量が、学習指導を有効に進める上で適切に考慮されている

こと。 

(2) 内容について 

   ア 教科・科目の目標、学年の目標の達成に適切なものが選ばれていること。 

  イ  地域や学校、課程や学科の特色及び生徒の実態等に適合していること。 

  ウ  生徒の生活、経験及び興味・関心等に対する配慮がなされていること。 

   エ  内容の正確さや記述の統一性について配慮がなされていること。  
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 (3) 資料について  

   地図・挿絵・写真・図表・索引等が必要に応じて用意され、その説明が適

切に示されていること。  

  (4) 表記・表現について  

  ア  記号・用語・単位等が適切で、統一がとれていること。  

  イ  表現は明確で、生徒に理解しやすいものであること。  

３  調査の観点  

  (1) 組織・配列・分量について  

ア 教科・科目の目標を達成するための単元の構成や配列は、どうなってい

るか。  

   イ 各単元・各内容等の分量は、どうなっているか。  

   ウ  発展的な学習展開に対して、どのような配慮がなされているか。   

  (2) 内容について  

  ア  目標を達成するために、どのような教材や素材等が選ばれているか。  

イ  生徒の生活・経験や興味・関心などの面にどのような配慮がなされてい

るか。  

  ウ  教科・科目の基礎的・基本的な力を育成するために、どのような創意工

夫がなされているか。  

エ 観察・実験・実習等の体験的な学習について、どのような配慮がなされ

ているか。  

オ  生徒の自主的・自発的な学習を展開する上で、どのような配慮がなされ

ているか。  

  (3) 資料について  

  ア  写真・図表・挿絵等の位置や取り上げ方はどのようになっているか。  

  イ  生徒の理解を助け、意欲をもたせるような配慮はどのようになっているか。 

 (4) 表記・表現について  

   ア  漢字・用語・記号・単位等の使い方は適切で、統一がとれているか。  

   イ  文字の大きさ・字間・行間はどのようになっているか。  

   ウ  注・重要語句等について、どのような配慮がなされているか。  

 

第２ 教科書採択及び選定の公正確保について  

１  教科書の採択が公正かつ適正になされるよう、教科書の選定に当たっても適

切な対応がなされること。  

２  教科会、教科書選定委員会（教育課程委員会等）において教科書選定に関す

る調査・研究を十分行い、選定理由書及び選定概要報告書を作成し起案決裁す

ることで、適正な選定に資すること。 

３  選定理由書（様式１、２）及び選定概要報告書（様式３）を作成し、７月 

 ２８日（火）～３１日（金）に実施する教科書検収の際に提出すること。 



４  採択の公正、適正の確保の観点から、教科書の選定に当たって、過当な宣伝

行為その他外部から不当な影響等により、問題が生じた場合には、その都度速

やかに県教育委員会に報告の上、県教育委員会と連携を図り、適切な処置を講

ずること。 

５  高等学校用教科書見本については、新たに検定を経た教科書の見本に限り各

教科書発行者は、各１冊を限度に高等学校へ送付することができる。 

  なお、教員に対する献本は厳に禁止されているので、留意すること。  

６  文部科学省「教科書採択における公正確保の徹底等について（通知）」 

 （令和２年３月２７日付け元文科初第１８０７号）により、教育委員会は、教

科書の採択結果及び理由等の公表に努めることとされている。この趣旨を踏ま

えて各学校においては、選定理由書及び選定概要報告書の適正な作成について、

特に留意すること。 

 

第３ 高等学校用教科書について  

 令和３年度は、「高等学校用教科書目録（令和３年度使用）」の第１部に登載

されている教科書のうちから選定すること。 

 旧学習指導要領（平成１１年文部省告示第５８号。以下「平成１１年学習指導

要領」という。）の適用を受ける生徒の数学、理科及び理数の教科書並びに学校

の判断により現行学習指導要領（平成２１年文部科学省告示３４号。以下「平成

２１年学習指導要領」という。）の規定を適用する科目の教科書については同目

録の第１部から、適用しない科目の教科書については同目録の第２部に登載され

ている教科書のうちから選定すること。 

 従前の学習指導要領（平成元年文部省告示第２６号）の適用を受ける生徒が使

用する教科書は、同目録の第３部に登載されている教科書のうちから選定すること。 

 

第４ 需要数の報告について  

１  需要数の把握に当たっては、各学校における教科・科目の履修の実績等を 

 十分検討のうえ、より正確なものとなるよう努めること。 

２ 平成２１年学習指導要領の適用を受ける生徒が使用する教科書と、平成１１

年学習指導要領の適用を受ける生徒が使用する教科書は異なるので、需要数報

告に当たっては混同することのないように十分注意すること。 

 

 

                 担当 教育課程担当 荻野・岡田・田村  

                 電話 ０４８－８３０－７３９１  

 



 参考４ 
 

教科書採択に向けた教育委員会の取組 

 

 

 

 

 

○ 教育委員による教科書勉強会を実施（６月～７月） 

   ・教科書制度の概要について 

   ・教科書採択の公正確保について 

   ・令和元年度実施の教科書検定について 

   ・令和３年度使用教科書の特色について 

 

○ 教育委員による学校訪問を実施（５校、７月） 

 

○ 教育委員と校長との意見交換会を実施（２６校、７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育委員会における協議・審議】 

   →各学校の選定案を踏まえ、十分かつ慎重な協議・審議を経て、 

    教育委員会の権限と責任で採択する。 

 

 

 

各学校における使用希望教科書の選定 



                                                         教高指第１３４６号  

                                                       平成２８年１０月２１日  

 

各県立高等学校長   

 各県立特別支援学校長 

 

                                                               教  育  長  

 

 

教科書選定に係る公正性・透明性の確保について（通知） 

 

 標記の件について、別添のとおり「教科書発行者との適切な関係の確保に係る留意事項」

を定めたので通知します。 

 ついては、その内容を教職員に周知し、教科書選定に係る公正性・透明性の確保を徹底

するようお願いします。 

 なお、一般社団法人教科書協会「教科書発行者行動規範」について、参考として添付し

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     担 当 高校教育指導課 教育指導担当 

                             ℡ ０４８－８３０－７３９１ 

 

                         特別支援教育課 教育指導担当 

                         ℡ ０４８－８３０－６８８８ 

 

                         県立学校人事課 管理指導担当 

                         ℡ ０４８－８３０－６７２６ 

 

                         県立学校人事課 学 事 担 当 

                         ℡ ０４８－８３０－６７３５ 

 

様 
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 別 添  

 

教科書発行者との適切な関係の確保に係る留意事項 

 

１ 「埼玉県教育委員会職員倫理規程」の遵守について 

  県立高等学校及び県立特別支援学校高等部に所属する教職員は、自校で使用する教科

書の選定に係る公正性、透明性を高め、公務の公正さに対する県民の信頼を確保するた

め、「埼玉県教育委員会職員倫理規程」の遵守について、より一層留意すること。特に、

第８条[関係業者等との接触に関する禁止事項]の厳守に努めること。 

 

２  教科書執筆等に関わる兼職・兼業の手続きについて  

  教科書発行者が発行する教科書、指導資料（指導書等）、教科書準拠教材、その他副教

材（資料集、図表等）、参考書、問題集（ワーク・ドリル等）、機関紙、定期刊行物等（以

下「書籍等」という。）の執筆、監修、編修（編集）、校閲（校正）等（以下「執筆等」

という。）に関わる教職員は、平成２７年３月１３日付け教県第１１７５号「学校職員の

兼職・兼業の取扱いについて（通知）」に従い、定められた手続きを行うこと。 

  

３  教科書執筆等に関わる教職員が教科書選定に関与することについて 

  上記「２」について、特定の教科書発行者と書籍等の執筆等を通して一定の関係を有

する教職員は、教科書選定全般に関する事務に関与しないこと。 

  ただし、教科書、指導書、教科書準拠教材の執筆等に関わる教職員については、当該

教科書が文部科学省の教科書目録から除かれた場合、当該教科（科目）の選定に関与し

て差し支えない。 

  なお、教科書発行者が発行する書籍等の執筆等の対価として印税等の収入がある場合

は、執筆等の時期によらず、教科書の選定に関する事務に関与しないこと。 

 

４  教職員と教科書発行者との接触について 

（１）選定に関わるすべての教職員と教科書発行者との接触については、文部科学省から  

各教育委員会及び教科書発行者宛てに出される通知、及び文部科学省「教科用図書検  

定規則実施細則」の規程を十分踏まえること。 

（２）選定に関わるすべての教職員は、教科書発行者が発行する書籍等に関して意見を求

められた場合の対応については、以下のとおりとすること。 

  ア  質の高い教科書づくりのため、検定済の教科書に関して、日々の授業実践を通じて

得られた知見を、教科書発行者に対して伝えることは差し支えない。 

  イ ただし、意見を求められた場合、その職務や地位の私的利用の疑念を持たれる可能

性があることを踏まえ、謝金等の金品等を受け取らないこと。 

（３）高等学校における教科書選定業務は、毎年行なわれるものであり、教科書発行者と     

接触する際には、十分注意を払うことが必要である。 

   特に、各学校における選定作業が本格化する年度当初から７月初旬までは、教科書   

選定に関わる教科書発行者との接触については、公正性・透明性の確保の観点から控     

えること。 


